
   ○令和６年度菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金交付要綱 

  令和７年３月31日 

告示第67号 

(趣旨) 

第１条  この要綱は、令和６年度菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金

(以下「補助金」という。)の交付に関し、菊池市補助金等交付規則(平成19年規則第

１号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第２条  この補助金は、原油価格高騰等の影響による燃料費の高騰により影響を受け

ている道路運送事業等を営む事業者に、予算の範囲内で補助金を交付することによ

り、市民の日常生活に必要不可欠な物資の運送や公共交通の運行等について、その

維持を図り、もって市民生活の安全安心の確保につなげることを目的とする。 

(補助対象者) 

第３条 この補助金の補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。 

(1) 令和７年５月１日(以下「基準日」という。)時点において、次条に規定する補

助対象事業の実施に必要な許認可等を有し、申請時点において、市内で継続して補

助対象事業を営んでいること。 

(2) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第４条第１項第２号若しくは同

法第35条第２項第３号の事業計画に記載した営業所又は同法第36条第１項の規定

により届け出た営業所が市内に位置すること。 

(3) 交付申請後においても、市内で補助対象事業の継続の意思があること。 

(4) 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第１号)第２条第１号に規定する暴力団、

同条第２号に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しない者で

あること。 

(5) 市税の滞納がないこと。 

(補助対象事業) 

第４条 この補助金の補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。 

(1) 貨物自動車運送事業法第２条第２項及び第３条に規定する一般貨物自動車運送

事業 

(2) 貨物自動車運送事業法第２条第３項及び第35条に規定する特定貨物自動車運送



事業 

(3) 貨物自動車運送事業法第２条第４項及び第36条に規定する貨物軽自動車運送事

業 

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第３条第１号ロ及び第４条に規定する一般

貸切旅客事業者運送事業 

(5) 道路運送法第３条第１号ハ及び第４条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業 

(6) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第２条第

１項及び第４条に規定する自動車運転代行業 

(補助対象車両) 

第５条 この補助金の補助対象車両は、補助対象者が補助対象事業の用に供する車両の

うち、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 基準日において、補助対象者が所有し、又はリース契約により借り受け、かつ、

熊本運輸支局に登録され、常時使用されている事業用自動車であること。ただし、

第４条第６号に規定する事業の場合は、随伴用自動車であること。 

(2) 自動車検査証等における「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、市内住

所地であること。 

(3) 自動車検査証等における「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、

第７条に規定する交付申請をする日以降であること。 

(補助金の額) 

第６条 補助金の額は、第２条に規定する目的により、規則第３条第２項に定める交付

基準の補助率にかかわらず、補助対象車両の区分に応じ、別表に定める額に、当該区

分に該当する補助対象車両の台数を乗じて得た額を合計した額とし、予算の範囲内で

市長が定めるものとする。 

２ 補助金の交付は、１事業者につき１回限りとする。 

(交付の申請及び請求) 

第７条 補助金の交付を申請しようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、令

和６年度菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書(様

式第１号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める交付申請期限までに、市

長に提出しなければならない。 

(1) 令和６年度菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金対象車両一覧



(様式第２号) 

(2) 補助対象事業を経営していることを証明する書類の写し 

ア 運輸局からの許可書又は更新許可書等の写し(貨物軽自動車運送事業者及び自

動車運転代行事業者を除く。) 

イ 運輸局への事業経営届出書又は事業経営変更等届出書の控え(受付印があるも

の)等の写し(貨物軽自動車運送事業者に限る。) 

ウ 公安委員会からの認定書等の写し(自動車運転代行事業者に限る。) 

(3) 補助対象車両の自動車検査証の写し 

(4) 随伴用自動車の車体ナンバー及び車体に掲示する認定番号が確認できる写真

（自動車運転代行事業者に限る。) 

(5) 本社及び事業者の所在地並びに事業内容を記載した書類の写し 

(6) 代表者の本人確認書類の写し(個人事業主に限る。) 

(7) 補助金の振込口座が確認できる通帳等の写し 

(8) 市税に未納がないことを証する書類(市税の未納がない証明書等) 

(9) 誓約書兼同意書(様式第３号) 

(10) その他市長が必要と認める書類 

(交付の決定、確定等) 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当

と認めたときは令和６年度菊池市燃料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金交付

決定書兼確定通知書(様式第４号)により、不適当と認めたときは令和６年度菊池市燃

料価格高騰対策運送事業者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第５号)により申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定及び確定の通知を行ったときは、速やかに申

請者に補助金を交付するものとする。 

(決定の取消し及び補助金の返還) 

第９条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、補助金の交付決定を取り消し又は変更することができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) この要綱及び規則に違反したとき。  

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。 



２ 市長は、前項の規定により、交付決定の取消し又は変更をしたときは、既に交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

(受給権の譲渡又は担保の禁止) 

第10条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

(その他) 

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

(この要綱の失効) 

２ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

３ この要綱の失効前に第８条第２項の規定により交付した補助金に係る第９条に規

定する交付決定の取消し及び補助金の返還については、この要綱の失効後も、なおそ

の効力を有する。 

別表(第６条関係) 

交付対象車両の区分 補助金額 

一般・特定貨物自動車運送事業 

貨物軽自動車運送事業 

最大積載量 2トン超え 

緑(黒)ナン

バー 

40,000円/台 

最大積載量 2トン以下 20,000円/台 

一般貸切旅客自動車運送事業 貸切バス 40,000円/台 

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー 20,000円/台 

自動車運転代行業 運転代行 
随伴用登録

車両 
20,000円/台 

備考 

１ リース車両については、自動車検査証等に記載の使用者が申請者と同一の個人又は

法人であること 

２ 以下の車両は対象外とする 

（1）電気自動車、水素自動車及び原動機付き自転車を含む自動二輪車 

（2）小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(原動機の搭

載がないもの)、霊柩車及び路線バス 



 


